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１【提出理由】

2025年３月26日開催の当社第207期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条

の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも

のであります。

 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年３月26日

 

(2) 決議事項の内容

第１号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金58円　総額12,129,395,638円

効力発生日

2025年３月27日

第２号議案　定款一部変更の件

変更の内容

取締役の任期を２年から１年に変更する。

第３号議案　取締役12名選任の件

取締役として、種橋牧夫、野村均、小澤克人、和泉晃、秋田秀士、神保健、古林慎二郎、服部秀

一、恩地祥光、木下由美子、西澤順一、田内直子の各氏を選任する。

 

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

びに当該決議の結果等

①　基準日(2024年12月31日)現在における議決権の状況

議決権を行使できる株主数　 17,508名

総議決権数　　　　　　　2,089,282個

②　当該決議の結果等

決議事項 賛成数(個) 反対数(個) 棄権数(個)
総議決権
行使数(個)

決議の結果及び
賛成割合(％)

第１号議案
剰余金の処分の件

 
1,673,638

 
264

 
320

 
1,676,124

 
可決　(99.8)

第２号議案
定款一部変更の件

 
1,673,520

 
382

 
320

 
1,676,124

 
可決　(99.8)

第３号議案
取締役12名選任の件
　種 橋　牧 夫
　野 村　 均
　小 澤　克 人
　和 泉　 晃
　秋 田　秀 士
　神 保　 健
　古 林　慎二郎
　服 部　秀 一
　恩 地　祥 光
　木 下　由美子
　西 澤　順 一
　田 内　直 子

 
 

1,573,418
1,557,056
1,567,590
1,577,702
1,578,222
1,578,251
1,578,254
1,652,136
1,659,186
1,670,483
1,527,811
1,673,149

 
 

100,482
98,294
87,760
96,199
95,679
95,650
95,647
21,765
14,716
3,419

146,089
753

 
 

320
18,870
18,870

320
320
320
320
320
320
320
320
320

 
 

1,676,122
1,676,122
1,676,122
1,676,123
1,676,123
1,676,123
1,676,123
1,676,123
1,676,124
1,676,124
1,676,122
1,676,124

 
 

可決　(93.8)
可決　(92.8)
可決　(93.5)
可決　(94.1)
可決　(94.1)
可決　(94.1)
可決　(94.1)
可決　(98.5)
可決　(98.9)
可決　(99.6)
可決　(91.1)
可決　(99.8)

 

(注) １．各議案の可決要件は次のとおりであります。

第１号議案

出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

第２号議案

議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の

議決権の３分の２以上の賛成による。
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第３号議案

議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の

議決権の過半数の賛成による。

２．本総会前日までの事前行使分及び当日出席した株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ

り各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立いたしました。よって、上記賛成、反対、棄権の

各個数には、当日出席した株主のうち、賛否の確認ができていない議決権数(1,902個)は含まれておりませ

ん。

３．「総議決権行使数」は、本総会前日までの事前行使分及び当日出席した株主の議決権数(上記1,902個の議決

権数を含む)を合計したものであります。

 
以上
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